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目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例（改正条例）案の概要 

                                     

１ 条例の一部改正の主な項目（要旨） 

（１）令和７年度目黒区国民健康保険料率の改定に伴う改正 

（２）関係法令の改正（制度改正等）に伴う改正 

（国民健康保険法施行令関係） 

ア 保険料賦課限度額の改正      

イ 低所得者軽減の対象世帯に係る所得判定基準の改正 

（３）その他 

 改正条例の施行日や適用に関する経過措置などを定める。 

 

２ 改正条例案の内容（改め文の概要）                 〔項番１の対応箇所〕 

（１）保険料率の改定（第１５条の４、第１５条の１２、第１６条の４関係)  〔⇔１（１）〕 

令和７年度保険料率の改定に伴い、関係条文を次のように改める。 

ア 基礎賦課額の保険料率（第１５条の４) 

（ア）所得割「８．６９∕１００」を「７．７１∕１００」に改める。 

（イ）均等割額「４９，１００円」を「４７，３００円」に改める。 

イ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率（第１５条の１２) 

（ア）所得割「２．８０∕１００」を「２．６９∕１００」に改める。 

（イ）均等割額「１６，５００円」を「１６，８００円」に改める。 

ウ 介護納付金賦課額の保険料率（第１６条の４) 

（ア）所得割「２．２０∕１００」を「２．１９∕１００」に改める。 

（イ）均等割賦課割合「６１∕１００」を「６２∕１００」に改める。 

（ウ）均等割額「１６，５００円」を「１６，６００円」に改める。 

（エ）均等割賦課割合「３９∕１００」を「３８∕１００」に改める。 

 （２）保険料賦課限度額（第１５条の８、第１５条の１６関係)      〔⇔１（２）ア〕 

保険料の賦課の基準を定めている国民健康保険法施行令（以下「基準政令」という。）の改正

による基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課限度額の改定に伴い、関係条文を次のように改

める。 

ア 基礎賦課額限度額（第１５条の８) 

基礎賦課額に係る賦課限度額「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に改める。 

イ 後期高齢者支援金等賦課額限度額（第１５条の１６) 

後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額「２４０，０００円」を「２６０，０００円」

に改める。 

    ※介護納付金分保険料の賦課限度額は据置きとなる。 

資料１ 
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（３） 低所得者の保険料の減額（第１９条の２関係） 

ア 賦課限度額                           〔⇔１（２）ア〕 

 上記（２）の基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額の改正に伴い、第１９条の２

第１項中の「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に、「２４０，０００円」を「２６０，

０００円」に改める。 

イ 低所得者軽減の対象世帯に係る所得判定基準            〔⇔１（２）イ〕 

   基準政令で定めている５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正された

ことに伴い、第１９条の２第１項第２号中の「２９５，０００円」を「３０５，０００円」に、

同項第３号中の「５４５，０００円」を「５６０，０００円」に改める。 

ウ 減額する額（第１９条の２第１号～第３号のイ・ロ・ハ）      〔⇔１（１）〕 

   令和７年度保険料被保険者均等割額の改定に伴い、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、

介護納付金賦課額の被保険者均等割額から減額する額（７割、５割、２割相当額）を改める。 

⇒ 基礎賦課分（第１９条の２第１号～第３号のイ） 

７割減額「３４，３７０円」を「３３，１１０円」に改める。（第１号関係） 

５割減額「２４，５００円」を「２３，６５０円」に改める。（第２号関係） 

２割減額「９，８２０円」を「９，４６０円」に改める。  （第３号関係） 

後期高齢者支援金分（第１９条の２第１号～第３号のロ） 

７割減額「１１，５５０円」を「１１，７６０円」に改める。（第１号関係） 

５割減額「８，２５０円」を「８，４００円」に改める。  （第２号関係） 

２割減額「３，３００円」を「３，３６０円」に改める。  （第３号関係） 

介護納付金分（第１９条の２第１号～第３号のハ） 

７割減額「１１，５５０円」を「１１，６２０円」に改める。（第１号関係） 

５割減額「８，２５０円」を「８，３００円」に改める。  （第２号関係） 

２割減額「３，３００円」を「３，３２０円」に改める。  （第３号関係） 

（４）未就学児に係る保険料被保険者均等割額の減額（第１９条の４関係）   〔⇔１（１）〕 

減額する額（第１９条の４第１号及び第２号のイ・ロ・ハ・ニ） 

   令和７年度保険料被保険者均等割額の改定に伴い、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額

の被保険者均等割額から減額する額（７割、５割、２割減額該当世帯及び一般世帯相当額）を

改める。 

⇒ 基礎賦課分（第１９条の４第１号のイ～ニ） 

 ７割減額世帯「７，３６５円」を「７，０９５円」に改める。  （イ関係） 

５割減額世帯「１２，２７５円」を「１１，８２５円」に改める。（ロ関係） 

２割減額世帯「１９，６４０円」を「１８，９２０円」に改める。（ハ関係） 

一般世帯「２４，５５０円」を「２３，６５０円」に改める。  （ニ関係） 

後期高齢者支援金分（第１９条の４第２号のイ～ニ） 

７割減額世帯「２，４７５円」を「２，５２０円」に改める。   （イ関係） 

５割減額世帯「４，１２５円」を「４，２００円」に改める。   （ロ関係） 

２割減額世帯「６，６００円」を「６，７２０円」に改める。   （ハ関係） 

一般世帯「８，２５０円」を「８，４００円」に改める。     （ニ関係） 
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（５）施行期日等           〔⇔１（３）〕 

   改正条例の付則において、条例の施行日及び適用関係について定める。  

 

   改正条例の付則（案） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の目黒区国民健康保険条例第 15条の 4、第 15 条の 8、第 15条の

12、第 15条の 16、第 16条の 4、第 19条の 2及び第 19条の 4の規定は、令和７年度分の保

険料から適用し、令和６年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

※ 以上が改正条例の概要となるが、条例規定上の技術的な表現等は、現在、文書所管課と調整中であ

り、上記の趣旨の範囲で整理する。 


